
    

道路地下空間利用のあり方等検討委員会 規約（案） 

令和８年３月２日 

 

（名称） 

第１条 この委員会の名称は、道路地下空間利用のあり方等検討委員会（以下「委員

会」という。）という。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、道路地下施設の老朽化等が起因となる道路陥没事故の発生や新た

な地下空間利用ニーズ等を踏まえ、安全・安心な道路空間等の確保と適切な

負担の仕組みの構築に向けて、道路地下空間利用のあり方等について検討を

行うことを目的とする。 

 

（委員） 

第３条 委員会の委員は、別紙のとおりとする。 

 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。 

２   委員長は、事務局の推薦により委員の確認によってこれを定める。 

３   委員長は、委員会の議長となり、議事の進行に当たる。 

４   委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長が指名する者が、その職

務を代理する。 

 

（事務局） 

第５条 委員会の事務局は、国土交通省道路局路政課道路利用調整室、国道・技術課

道路メンテナンス企画室が行う。 

 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、委員会に出席してその

意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 

 

（会議） 

第７条 委員会は原則公開とする。 

２   委員会の資料及び議事については、公開とする。ただし、委員長が必要と認

めるときは、その一部を非公開とすることができる。 

 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定め

る。 

以上 
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道路地下空間利用のあり方等検討委員会 

委員名簿 

（令和８年３月２日時点） 
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    東京大学生産技術研究所 教授 
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（５０音順、敬称略） 

別紙 


